
健やかでいきいきと暮らせる
あたたかさあふれるまちづくり

（市民福祉の向上）

碇山

第１部



第1節　地域福祉の推進
動向と課題

　わが国においては、急速に進展する少子高齢化や人口減少社会の到来により、社会構造が大きく変化して
いるなか、地域のつながりが希薄になるとともに、個々の価値観は多様化し、地域における相互扶助機能が
低下しています。また、生活困窮者の増加や子どもの貧困問題、地域福祉の担い手不足などの新たな課題も
表面化しています。
　一方で、生活の質や心の豊かさを重視する市民意識はますます高まり、地域における福祉サービスに対す
るニーズは複雑かつ多様化しており、このような社会構造の変化や市民意識に対応した地域福祉施策が求め
られています。
　こうしたなか、国において社会福祉法が改正され、地域福祉の新たな概念として、高齢者、障がい者、子
どもなどすべての人々が地域、暮らし、生きがいを創り、高め合うことができる「※地域共生社会の実現」
が提唱されるとともに、その実現を目指すこととしています。
　本市においては、地域共生社会の実現に向けた取組の推進と、複雑化・多様化する地域課題への対応のため、
福祉・医療・保健・防災・教育・まちづくりなどあらゆる分野との連携を図ることが重要となります。特に、
地域福祉の推進に欠かせない※民生委員・児童委員への支援や※大分市社会福祉協議会との連携をこれまで以
上に強化し、「我が事」・「丸ごと」の地域づくりを推進することで、だれもが安心して暮らすことができる
社会の構築を目指す必要があります。

主な取組

〉〉〉 地域で支え合う体制づくり
●�大分市社会福祉協議会や民生委員・児童委員、自治会等と連携を図りながら、地域のコミュニティ活
動を活性化し、住民主体の地域福祉活動を促進します。
●�日々の暮らしにおける支え合い活動の促進や仲間づくりのための交流の場づくりを通じて、地域住民
同士が地域の状況や課題を共有し、解決を試みることのできる体制の構築を支援します。

〉〉〉 地域福祉の担い手づくり
●�ボランティアなど地域で活動する人を支援し、研修・指導体制を整備するとともに、活動の活性化を
図ります。

　市民一人ひとりが、障がいの有無や年齢等にかかわらず、だれもが住み慣れた地域で個
性を生かし、お互いが支え合い、助け合うことにより、安心してともに生活を送ることの
できる、みんなが主役の地域社会づくりを進めます。

基本方針

第１章 社会福祉の充実
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第１章　社会福祉の充実

●�地域福祉を推進するリーダーや専門的かつ高度な知識・技術を有する人材の育成・確保に努めます。
●�あらゆる場面をとらえて福祉教育を推進し、市民の福祉活動への理解を深め、お互いが支え合い、助
け合う心の醸成に努めます。

〉〉〉 地域福祉推進体制の整備
●民生委員・児童委員が地域で円滑かつ効果的に活動ができるよう支援します。
●地域福祉推進の中心的役割を担う社会福祉協議会の強化を図ります。
●高齢者、障がい者、子どもなどの各種施策の調整、連携強化のため、庁内の体制整備を行います。
●保健・医療・福祉の各分野に従事する職員など、地域福祉の推進に必要な人材の確保に努めます。�

関連計画 ▶ 『第4期大分市地域福祉計画・第5次地域福祉活動計画』

目標設定

民生委員児童委員パレード

社会福祉の充実

※ 地域共生社会の実現
　2016（平成28）年6月に政府で閣議決定されたニッポン一億総活躍プランにおいて提唱されたもの。

※ 民生委員・児童委員
　��民生委員法及び児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された委員。地域の「見守り役」「身近な相談相手」「専門機関へのつな
ぎ役」として、地域住民の方々が安心して暮らしていくためにさまざまな活動に取り組んでいる。

※ 大分市社会福祉協議会
　社会福祉法第109条に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的とする社会福祉法人のこと。

※ 福祉協力員
　��おおむね自治会ごとを活動範囲とし、自治会長や民生委員・児童委員などと協力しながら、地域における福祉活動を支援する役割を
担う人。地域によっては福祉委員や福祉推進委員などの名称で活動をしている。

【用語解説】

※福祉協力員を配置している
校（地）区社会福祉協議会の数

現状値（2018年度実績）

6校区 20校区
目標値（2024年度見込）
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第2節　子ども・子育て支援の充実
動向と課題

　わが国における急速な少子化の進行や人口減少社会の到来は、生産年齢人口の減少や現役世代の負担増、
地域社会の活力の低下等、多くの分野に影響を与えており、深刻な社会問題となっています。
　また、都市化や核家族化の進行により、子育て家庭が孤立しがちになるなど、社会のさまざまな面におい
て子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。
　本市の2017（平成29）年の※合計特殊出生率は1.58で、若干の増減を繰り返しながら上昇傾向にある
ものの、※人口置換水準とされる2.06には及ばず、出生数は大幅に減少しており、急速な少子化の進行が予
想されます。
　一方、女性の社会進出や就労形態の多様化などにより共働き家庭が増加し、保育需要は3歳未満の子ども
を中心として一層高まっています。また、子どもが健やかに成長できるよう、質の高い教育と保育の提供が
求められています。
　このようななか、希望する人が安心して結婚・妊娠・出産・子育てができるよう、相談・支援体制を充実
させるとともに、大分の未来を担う子どもたちが人格と個性を尊重され、健やかにいきいきと育つよう、行
政・地域・その他の関係団体等が一体となって子育て支援体制の構築を図りながら、社会環境の整備を進め
る必要があります。
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第１章　社会福祉の充実

主な取組

〉〉〉 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援の充実
●男女の出会いの場の創出を支援します。
●�母子保健、子育て支援の連携強化を推進し、健診・相談・指導体制や情報提供、学習機会の充実を図り、
親育ちのための支援を進めます。
●健診や治療に係る費用の助成など、経済的支援の充実に努めます。

〉〉〉 乳幼児の発育・発達に向けた支援の充実
●�乳幼児の健やかな心身の発育・発達を促すため、健診・相談・指導体制の充実を図るとともに、食育
の推進や小児救急医療体制の充実を図ります。

〉〉〉 乳幼児期における教育・保育の提供
●�保育需要に応じた保育所等の定員を確保するとともに、地域のさまざまな子育て支援事業の充実を図
ります。
●�乳幼児期の発達の特性を踏まえ、遊びを通しての教育・保育の充実を図りながら、生きる力の基礎を
はぐくみます。
●配慮を必要とする乳幼児の教育・保育の充実に努めます。

赤ちゃんリズム

　市民の結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかなう社会の実現を図るため、ライフステー
ジに応じた切れ目のない支援に取り組みます。
　また、良質で適切な教育・保育・子育て支援の総合的な提供を図るとともに、保護者自
身の親としての成長を支援します。さらに、地域や社会全体で子どもの育ちや子育てを支
える環境を整えることで、すべての子どもが健やかに育つことができるまちづくりを推進
します。

基本方針
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〉〉〉 子どもと家庭へのきめ細かな支援
●�障がいのある子どもへの相談支援体制を整備するほか、ひとり親家庭の自立促進に向けた支援を推進
します。
●児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応のため、相談体制や関係機関等との連携を充実・強化します。
●子どもの貧困対策に向けた総合的な支援に取り組みます。

〉〉〉 子どもと子育てを支える社会づくり
●�いろいろな世代からの参画を促し、地域住民との連携を図りながら、子育て家庭が身近な地域において、
安心して子育てと親育ちのできる環境づくりに努めます。
●�放課後、児童が身近な地域で安全・安心に過ごせるよう、児童育成クラブの整備・充実及び民間放課
後児童クラブの活用等に努めます。
●健やかな子どもの育成を図るため、子育て家庭に対する経済的支援の充実に努めます。

〉〉〉 仕事と子育ての両立支援
●�ワーク・ライフ・バランスの気運の醸成を図るため、広報・啓発活動を行うとともに、両立支援を促
す取組を進めます。

関連計画 ▶ 『第2期すくすく大分っ子プラン』『大分市幼児教育・保育振興計画』

パパと一緒にクッキング

ワークショップ　ローラー遊び
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第１章　社会福祉の充実

目標設定

大分市子育て支援サイト
「naana」アクセス数

※放課後児童クラブを利用
できなかった児童

現状値（2019年4月現在）

5人 0人
目標値（2024年度見込）

3歳児健診でのむし歯保有率
現状値（2018年度末現在）

15.8％ 10.0％以下
目標値（2024年度見込）

保育施設利用待機児童数
現状値（2019年4月現在）

25人 0人
目標値（2024年度見込）

※ 合計特殊出生率
　�15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたと
きの子どもの数に相当する。

※ 人口置換水準
　��現在の人口を維持できる合計特殊出生率（15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次
の年齢別出生率で一生の間に産むとした時の子どもの数に相当）の目安。国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2019）」
によると、2017（平成29）年現在では2.06となっている。

※ 放課後児童クラブ
　�保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了後などに適切な遊びや生活の場を提供する施設。本市では、保護者、
自治会、PTA等により組織された運営委員会が運営している放課後児童クラブを児童育成クラブ、その他の法人が運営する放課後児
童クラブを民間放課後児童クラブと呼んでいる。

【用語解説】

現状値（2018年度末現在）

467,022件 500,000件
目標値（2024年度見込）
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第３節　高齢者福祉の充実
動向と課題

　わが国の高齢化率は28％を超えており、本市においても高齢化率は26.9％（2019（令和元）年12月末
現在）、団塊の世代が75歳に達する2025（令和7）年には、本市の高齢化率が29％を超え、認知症高齢者
やひとり暮らし高齢者、高齢者夫婦のみの世帯も増加することが予想されます。
　そのため、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが
できるよう医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援のサービスが切れ目なく一体的に提供される「※地
域包括ケアシステム」の構築を着実に進め、認知症などになっても本人の意思が尊重され、安心して暮らし
続けることができるための体制整備が必要となります。
　また、高齢者の有する知識や能力を活用することにより、生きがいづくりや地域の活性化につなげる施策
を推進していく必要があります。

　高齢者が、可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じて、自立した日常生活を
営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包
括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築、推進に努めます。

基本方針

主な取組

〉〉〉 高齢者の福祉と保健を支える社会的基礎の確立
●�高齢者に対する学習機会の提供や充実に努め、高齢者の社会参加活動を支援し、生きがいづくりを促
進します。
●�幼児期から福祉への理解と関心を高めるための福祉教育と高齢者にやさしいまちづくりが、より一層
推進されるよう努めます。
●高齢者やその家族の総合相談窓口である※地域包括支援センターの充実を図ります。

〉〉〉 地域生活支援体制の整備
●ひとり暮らし高齢者等の事故の未然防止と孤独感の解消に向けた取組を充実させます。
●高齢者に配慮した居住環境整備を行い、在宅サービスなどの生活支援を充実させます。
●大分市社会福祉協議会の活動基盤強化を支援します。

〉〉〉 高齢者が生きがいを持って元気に暮らすための支援
●�高齢者が気軽に外出できる環境をつくり、ボランティア、レクリエーション、就労、趣味等を通じて
積極的な社会参加や生きがいづくりを促進します。

46



第１章　社会福祉の充実

〉〉〉 介護予防・重度化防止の推進
●�高齢者をはじめ、市民一人ひとりに健康づくりへの意識の高揚を図るとともに、保健、医療、福祉等
の関係機関との連携を図りながら、地域の自主的な介護予防の活動が実践されるよう支援することに
より、※健康寿命の延伸に努めます。

●�要介護（支援）者となっても住み慣れた地域で安心して生活を継続するために、在宅医療・介護の関
係機関の連携や地域ケア会議で※ケアマネジメントの質の向上を図り、高齢者の自立支援・重度化防
止を推進します。

〉〉〉 認知症高齢者支援対策の推進
●�認知症高齢者の生きがいある生活の実現に向け、保健・医療・福祉等の専門的視点からの取組や適切
なサービスの提供を行います。
●�民生委員・児童委員や老人クラブなど、地域における各種関係団体と連携しながら、認知症高齢者や
その家族への支援と権利擁護のための体制を構築します。
●�認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を見守る「認知症サポーター」や小・中・高生の「認
知症キッズサポーター」の養成に取り組みます。また、サポーター養成講座の講師である「認知症キャ
ラバン・メイト」の養成に努めます。
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〉〉〉 介護サービス基盤の整備
●�要介護高齢者の需要に応じた介護施設の整備に努めます。
●�一人暮らしに不安を感じている高齢者や居宅での生活が困難な高齢者が利用できる施設の整備を促進
します。

〉〉〉 介護保険事業の円滑な推進
●被保険者や介護サービス事業者への施策を充実させます。
●�適切なサービス提供がなされるよう介護給付の適正化に努めるなど、介護保険財政の健全性を確保し
ながら、介護保険事業の推進を図ります。

関連計画 ▶ 『大分市高齢者福祉計画及び第7期大分市介護保険事業計画（おおいた市地域包括ケアシステム推進プラン）』

※ 地域包括ケアシステム
　�重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、介護予防、
住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のこと。

※ 地域包括支援センター
　��高齢者の総合相談窓口として、公正で中立な立場で、高齢者の多様なニーズに対応した切れ目のない包括的なサービスの提供を行う
ことを目的とした機関。また、保健・医療・福祉の関係者や地域住民とともに地域のネットワークを構築し、「地域包括ケア」の推
進を図っている。

※ 健康寿命
　�健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。健康寿命は、「国民生活基礎調査」のデータをもとに国が都
道府県単位で算出する。

※ ケアマネジメント
　�高齢者の介護予防・重度化予防を支援するため、適切なサービスが利用できるよう、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調
整を行うこと。

【用語解説】

認知症サポーター
養成講座受講者数（累積）

地域ふれあいサロン
利用登録者数

短期集中予防サービス
（パワーアップ教室）利用者数 830人

目標値（2024年度見込）現状値（2018年度実績）

690人

目標設定

現状値（2018年度実績）

41,025人 65,000人
目標値（2024年度見込）

現状値（2018年度実績）

11,953人 14,300人
目標値（2024年度見込）
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第１章　社会福祉の充実

第４節　障がい者（児）福祉の充実
動向と課題

　障がいの重度化や障がいのある人の高齢化の進展、それに伴う親亡き後の問題が顕在化するなど、障がい
のある人を取り巻く社会状況・環境等が大きく変化しており、その対応が大きな課題となっています。
　このようななか、国においては、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための施策を講じ
るとともに、障がいの有無にかかわらず、相互に個性の差異と多様性を尊重し、人格を認め合う共生社会の
実現を図ることを基本的な考え方としており、本市においても、障がいのある人が、住み慣れた地域で、安
心して暮らせるための施策を推進しているところです。
　今後も、障がいのある人や家族のニーズを的確にとらえ、障がいのある人が地域社会に積極的に参加し、
生きがいのある日々を過ごせるよう、生涯を通じて切れ目のない、きめ細かなサービスをさらに充実させて
いく必要があります。

　※ノーマライゼーションの理念のもと、障がいのある人が社会の対等な構成員として人権
を尊重され、自己選択と自己決定のもとに社会活動に参加し、社会の一員として責任を分
かち合うとともに、住み慣れた地域で安心して自立した生活ができる社会の構築を目指し、
個々の障がいに応じた適切な施策を推進します。

基本方針

主な取組

〉〉〉 広報・啓発の推進
●�市報・ホームページ・人権講演会等を通じて、障がいや障がいのある人についての正しい理解を深め
るための広報・啓発と、障がい者施策や障がいのある人が利用できる制度についての周知を図ります。
●障がいや障がいのある人に対する市民の理解を深めるために、公民館における講座等の充実に努めます。

〉〉〉 保健・医療体制の充実
●�健康診査体制を充実させ、発達障がいをはじめとする障がいの早期発見・早期療育に努めるとともに、
関係機関相互の連携を図り、巡回療育相談、発達相談や保健指導事業などを充実させ、障がいのある
子どもとその家族への支援体制の充実に努めます。
●�障がいのある人の保健・医療・リハビリテーションの充実と難病患者の支援体制の充実に努めます。
●�療育等相談や保健指導事業の充実を図るため、研修などにより関係職員の資質の向上に努めます。

〉〉〉 相談支援体制の充実
●�障がいのある人やその保護者などからのさまざまな相談に対する支援体制の充実を図り、必要な情報
提供、支援を行うとともに、関係機関との連絡調整等に努めます。
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〉〉〉 教育の充実
●�学校における教育活動全体において、障がいのある子ども一人ひとりの実情に即した教育が進められ
るよう、学校施設・教材の充実を含め、※特別支援教育の推進に係る校内支援体制の充実に努めます。
●�学校において、社会福祉についての理解を深める指導を行い児童生徒の「福祉の心」をはぐくむとと
もに、障がいや障がいのある人に対する理解を深めるための交流及び共同学習の充実に努めます。
●�医療、福祉、保健等の関係機関との連携のもと、障がいのある子どもやその保護者のニーズに対応す
る早期からの相談支援体制の充実に努めます。

〉〉〉 雇用・就労の促進
●�公的施設等での就労の場の確保に配慮しながら、雇用機関との連携を強化し、福祉サイドからの就労
支援の強化を図るなど、障がいのある人の職業的自立と雇用の促進に努めます。
●�障がい者の雇用につながるよう、企業のニーズを把握しながら、幅広い職種への対応ができるよう※就
労移行支援事業所による訓練を促進します。

〉〉〉 地域生活への移行の促進
●�障がいのある人の入所施設等から地域生活への移行の促進を図るとともに、障がいのある人の年齢や
障がいの種別、程度に応じたさまざまなニーズへのきめ細やかなサービスの提供に努めます。
●�障がいのある人が地域において安全で安心し、かつ、自立した生活を続けられるよう、地域全体で支
える体制づくりを推進し、相談体制や障がい福祉サービスの充実を図ります。
●�公共施設や道路等における段差の解消など、障がいのある人が安全で快適に移動することができるよ
う総合的な交通対策を推進するとともに、障がいのある人が利用しやすいホームページづくり及びバ
リアフリーマップの充実など、施設・情報のバリアフリー化を促進します。
●�災害発生時の避難等に特に支援を要する障がいのある人の防災対策等を推進します。

〉〉〉 社会参加の促進
●�障がいのある人の積極的なイベント参加を図り、より多くの市民との交流に努めます。
●�障がいのある人の外出時における支援や障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の確保等の合
理的な配慮を行うとともに、手話通訳者の人材育成に努めます。
●�障がい者の衣服に関する支援を行い、障がい者の社会参加につなげることに努めます。
●�障がいのある人の社会参加や地域での交流を促進し、ゆとりや潤いのある生きがいを持った生活を実
現し、個々の能力や趣味に合わせた文化・スポーツ・レクリエーション活動の場の確保に努めます。
●�姉妹・友好都市及び※共生社会ホストタウンとの交流やスポーツ大会等を通じて、共生社会の実現に
努めます。

関連計画 ▶ 『第三期大分市障害者計画改訂版』『第5期大分市障害福祉計画・第1期大分市障害児福祉計画』�『大分市バリアフリーマスタープラン』

車いすマラソン バリアフリー・ファッションショー
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第１章　社会福祉の充実

※就労支援サービス利用者数

手話通訳者を配置（巡回を含
む）している市有施設数

※共同生活援助（グループホー
ム）の利用者数

現状値（2018年度末現在）

現状値（2018年度実績）

540人 600人
目標値（2024年度見込）

目標値（2024年度見込）

目標設定

就労支援サービス利用から
一般就労への移行者数

現状値（2018年度実績）

71人 100人
目標値（2024年度見込）

4箇所 9箇所

現状値（2018年度実績）

2,122人 2,600人
目標値（2024年度見込）

※大分市障がい者相談支援
センター相談者数

※就労支援サービス利用者数は、就労移行支援・※就労継続支援（A型）・※就労継続支援（B型）の利用者数の合計値。

21,800人
目標値（2024年度見込）現状値（2018年度実績）

20,080人

※ ノーマライゼーション
　��高齢者も若者も、障がいのある人もない人も、すべて人間として普通の生活を送るため、ともに暮らし、ともに生きていける社会こ
そ「ノ―マル」であるという考え方。

※ 特別支援教育
　��障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、
その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うこと。

※ 就労移行支援事業所
　��障がいがあり、一般的就労を希望する人に対して、働くために必要な知識や能力を身につける職業訓練や実習、また、就職後には職
場定着支援を行うための障がい福祉サービスを提供する事業所。

※ 共生社会ホストタウン
　��パラリンピアンとの交流をきっかけに、共生社会の実現のための、ユニバーサルデザインのまちづくり及び心のバリアフリーの取組
を実施。

※共同生活援助（グループホーム）
　夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う支援。
※ 大分市障がい者相談支援センター
　�障がいのある方やその保護者などからさまざまな相談を受け、必要な支援や情報提供、関係機関への紹介の連絡調整等を行う。
※ 就労継続支援（A型）
　��一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能な障がいのある人に、生産活動等の機会を提供し、就労に必要な
知識及び能力の向上を図る支援。

※ 就労継続支援（B型）
　��一般企業に雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労も困難な障がいのある人に、生産活動等の機会を提供し、就労に必要な
知識及び能力の向上を図る支援。

【用語解説】
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第５節　社会保障制度の充実
動向と課題

　国は、国民が一生を通じて安心して生活を営めるよう、突然の病気や事故、老齢などによる経済的不安の
解消を図るため、各種社会保障制度を整備しています。
　しかしながら、わが国では、2025（令和7）年にいわゆる「団塊の世代」がすべて75歳以上となるとと
もに、少子化による若年・現役世代の減少とあわせて総人口も減少し、人口構成の変化が著しくなることから、
社会保障の基盤となる給付と負担の世代間不均衡が高まると考えられています。また、家族形態の変化によ
り単身世帯と夫婦のみ世帯が増加傾向にあり、その中でも高齢化の進展に伴う高齢者世帯の割合が増えてい
ることから、家族の支え合い機能に影響を及ぼしていると考えられています。さらには、非正規労働者の雇
用対策や雇用年齢の引き上げなど働き方の変化による社会保障制度の充実も求められています。
　このようななか、国は、社会構造の変化に的確に対応することで持続可能な社会保障制度の確立を図り、
すべての世代が年齢でなく負担能力に応じて負担し支え合う「全世代型の社会保障」を目指すとしており、
高齢化・人口減少を踏まえた、総合的かつ重点的な政策を取りまとめ、制度改革も含め実行に移しています。
　なかでも、国民健康保険については、一人当たりの医療費が全国的に毎年増加しており、効率的な医療保
険事業の実施による財政の健全化が求められていたことから、2018（平成30）年度から国民健康保険制度
の財政運営の責任主体が都道府県に替わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保など、国保運営の中心
的な役割を担うこととなりました。本市としても、県と連携し制度の安定化を図るとともに、※特定健康診
査の推進などにより国保財政の健全化に取り組むこととしています。
　後期高齢者医療制度については、75歳以上の高齢者などが加入する保険であり、県内のすべての市町村
が加入する大分県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっていますが、給付費の9割が公費または現役世
代からの支援金であることや年齢が高まると医療費が高くなる傾向があることから制度の充実が求められて
います。
　公的年金制度については、現役世代の保険料負担により高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養の仕組
みにより運営されており、国民の約3割が受給し、老後生活の柱としての役割を担っています。今後さらな
る高齢化の進展により、持続可能で安定的な公的年金制度の確立が求められているところです。
　また、本市の生活保護世帯数は、近年はほぼ横ばいで推移していますが、法の適正実施はもとより、最後
の※セーフティネットとして、心の通った生活保護を推進していくために、要保護者の実情に即したよりき
め細かな対応が求められています。
　さらに、※生活困窮者へ適切な支援を行うとともに、自立した生活が行えるようサポート体制の充実が必
要となります。
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出典：大分市

　国民健康保険制度・高齢者医療制度・国民年金制度の周知と健全な運営に努めるとともに、
市民が安心して生活を送れるようにそれぞれの制度が、将来にわたり改善・充実されるよう、
国や県に働き掛けていきます。
　また、生活困窮者の生活の安定と自立を支援するため、生活相談や生活指導などの充実
に努めます。

基本方針
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主な取組

〉〉〉 国民健康保険制度の充実
●�※国保データベース（KDB）システム等を活用し、疾病予防・健康づくりなどに重点を置いた医療費
適正化を進めます。
●�滞納者対策を行いながら、収納率の向上と負担の公平性の確保に努めます。
●�国民健康保険制度の安定的な運営の持続に向け、改善・充実を国や県へ要請します。
●�制度の仕組みや現状等について市民の理解を深めるための啓発活動を推進します。

〉〉〉 高齢者医療制度の推進
●運営主体である後期高齢者医療広域連合と連携し、円滑な制度の運営に努めます。
●制度内容について必要に応じて国や県へ制度改善を要請します。

〉〉〉 国民年金制度の推進
●国民年金制度の周知を図り、未納・未加入による無年金者の防止に努めます。
●持続可能で安心できる年金制度の構築を図るよう国へ要請します。

〉〉〉 生活保護制度・生活困窮者自立支援制度の充実
●被保護者個々の実態を踏まえ、必要な相談・助言・指導を行い、生活保護実施体制をより充実させます。
●�生活保護の適正運用に努め、嘱託医、民生委員・児童委員、職業安定所などとの連携を密にし、就労
支援など自立の推進に努めます。
●生活困窮者自立支援制度における支援体制の充実を図ります。

関連計画 ▶ 『第4期大分市国民健康保険事業財政健全化計画』『第2期大分市保健事業実施計画（データヘルス計画）』

健診風景
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第１章　社会福祉の充実

目標設定

国民健康保険加入者の
特定健康診査受診率

現状値（2018年度実績）

38.0％

国民健康保険加入者の後発医
薬品（ジェネリック医薬品）
使用率

現状値（2018年12月診療分）

74.2％

生活保護受給者就労支援事業
により3カ月以上の就労自立
期間のあった人の数

現状値（2018年度実績）

110人 500人
目標値（2020～2024年度の累積）

60.0％
目標値（2024年度見込）

80.0％
目標値（2024年度見込）

※特定健康診査
　�2008（平成20）年4月より始まった、生活習慣病予防のための健診。40歳から74歳までが対象で、腹囲の測定及びBMIの算出を
行い基準値以上の人はさらに血糖、脂質、血圧、喫煙習慣の有無から危険度により階層化され、リスクに応じた保健指導を受けるこ
とになる。被保険者の健康保持と疾病予防、重度化予防を図る。

※セーフティネット
　�低所得者に対する救済制度のこと。雇用保険制度などの社会保障は「第1のセーフティネット」、生活困窮者自立支援制度は「第2
のセーフティネット」、生活保護制度は「第3のセーフティネット」と呼ばれている。

※生活困窮者
　現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある人。
※国保データベース（KDB）システム
　�国民健康保険団体連合会が業務を通じて管理する「特定健診・特定保健指導」「医療（後期高齢者医療含む）」「介護保険」等に係る
情報を利活用し、統計情報等を保険者向けに情報提供することで、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすること
を目的としたシステム。

【用語解説】
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第1節　健康づくりの推進
動向と課題

　急速な高齢化の進展や生活環境の変化により、がん・心疾患・脳血管疾患・糖尿病等の※生活習慣病やう
つ病等の罹患者が増加しており、2016（平成28）年の本市における三大生活習慣病（がん・心疾患・脳血
管疾患）により死亡した人は、全国及び県の状況と同様に全体の約5割を占めています。
　また、2025（令和7）年には本市の後期高齢者が2018（平成30）年の1.3倍に増加すると予測されて
おり、寝たきりや認知症を防ぐためには、若い頃から生活習慣病予防に取り組むことが必要です。
　その一方で、健康な生活を求める市民意識は高まりを見せており、ライフステージ（人生の各世代）に応
じて、楽しみながら健康づくりに取り組めるシステムづくりが求められています。
　このような健康への市民ニーズに対応するため、市民により身近で、地域の実情にあった一貫した保健サー
ビスの確立と提供がより必要とされています。
　本市では、大分市健康づくり推進条例に基づき、健康を自らの問題として主体的に取り組めるよう、市民
一人ひとりが健康への意識を高めるとともに、運動や食生活をはじめとする生活習慣の改善を図る「※一次
予防」に重点を置いた対策を推進しています。
　健康づくりの推進は個人の努力だけでは難しい側面もあり、市民一人ひとりの主体的な取組を地域社会全
体で支援する必要があることから、地域の健康づくりを担う人材を育成するとともに、保健、医療、福祉、
教育及び労働等関係団体が相互に連携を図りながら、協働して健康づくりの推進に取り組む必要があります。

主な取組

〉〉〉 ※健康寿命の延伸に向けた支援
●�保健、医療、福祉、教育及び労働等関係団体と相互に連携を図りながら協働して健康づくりの推進に
取り組み、健康寿命の延伸に向け市民一人ひとりが自らの問題であることを自覚し、主体的に健康づ
くりに取り組める施策を展開します。

〉〉〉 健康づくり活動への支援
●�関係機関や団体との連携強化を図りながら、運動習慣の定着や※食育の推進等に取り組むことで、生
涯を通じた健康づくりを支援します。
●生活習慣病予防対策の推進のため、特に働く世代に対しては全国健康保険協会（協会けんぽ）や医療
機関等の関係団体と連携し、健康づくりを支援します。

　すべての市民が、健康で安心して暮らせるよう、保健、医療、福祉、教育及び労働等と
の連携を深めながら一貫した保健サービスを総合的に展開するとともに、「自分の健康は自
分で守る」という意識の高揚を図り、市民の身近な地域での健康づくりを推進します。

基本方針

第２章 健康の増進と医療体制の充実
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第２章　健康の増進と医療体制の充実

健康の増進と医療体制の充実 〉〉〉 地域に密着した活動の強化
●�市民の生活習慣の実態と健康に関するニーズを把握し、すべての市民が住み慣れた地域で安心して生
活できるよう、健康について総合的に相談できる窓口の充実を図ります。
●地域で開催される高齢者や子育てのサロン、各種団体への健康教育を通して健康づくりを支援します。
●�※健康推進員や※食生活改善推進員、※健康づくり運動指導者など地域組織のリーダーとの協働による
健康づくりを進めます。
●地域や職場等の社会全体として健康づくりを支援していくための社会環境の整備を進めます。

〉〉〉 健康診査体制の充実
●�健康診査の受診機会の拡充を図ります。
●健康診査項目の充実と検査体制の強化を図ります。
●生活習慣の改善が必要な人への保健指導を充実し、生活習慣病の発症予防と重症化予防に努めます。

〉〉〉 心の健康づくり
●�精神保健福祉に関する知識の普及・啓発に取り組むとともに、相談事業等を通し、心の健康の保持増
進を図ります。
●関係機関や団体との連携を図りながら、自殺予防のための心の健康づくりの取組を推進します。

〉〉 感染症予防のための啓発・情報提供
●結核やエイズなど感染症に対する正しい知識の普及を図り、検査体制や相談体制の充実に努めます。
●感染症情報の収集と提供を行い、発生予防や拡大防止の啓発と予防接種の接種率の向上に努めます。

関連計画 ▶ 『第2期いきいき健康大分市民21』『第3期大分市食育推進計画』『大分市民のこころといのちを守る自殺対策行動計画』

健康推進員

エイズデー
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目標設定

食生活改善推進員養成講座
修了者数（累積）

健康づくり運動指導者
認定者数（累積）

現状値（2018年度実績）

547人

現状値（2018年度実績）

926人

675人
目標値（2024年度見込）

大分市健康推進員配置
自治区数

現状値（2018年度実績）

652自治区 全自治区
目標値（2024年度見込）

1,137人
目標値（2024年度見込）

MR（麻しん・風しん混合）
ワクチンの1期（生後12～24月）・
2期（小学校就学前1年間）の各接種率

現状値（2018年度実績）

1期99.9%
2期94.8%

目標値（2024年度見込）
1期、2期の接種率
95.0％以上の
達成・維持

※生活習慣病
　�食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群（糖尿病・脳血管疾患・心疾患・高血圧症・
脂質異常症・肥満症など）。

※一次予防
　�適切な生活習慣を定着させることにより、健康を増進し発病を予防することに重点を置いたもの。従来の疾病対策は早期発見・早期
治療に重点を置いた「二次予防」であった。

※健康寿命
　�健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。健康寿命は、「国民生活基礎調査」のデータをもとに国が都
道府県単位で算出する。

※食育
　�生きる上での基本であって、教育の3本柱である知育・徳育・体育の基礎となるべきものと位置付けられるとともに、さまざまな経
験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること。（2005（平
成17）年7月「食育基本法」施行）

※健康推進員
　�市民の健康づくりを身近な地域で推進するため、自治会長の推薦を受け、市長から委嘱を受けた市民。地域の関係者や保健師・管理
栄養士と連携を図りながら、市民健診受診率向上の取組や、健康づくりに関する知識の普及啓発活動、地域と行政のパイプ役等の役
割を担う。1自治区に1人（任期2年間）。

※食生活改善推進員
　�保健所で開催する養成講座を修了した後、食生活の改善や食育の普及啓発活動を行うとともに、保健所が行う各種事業に協力し、地
域で食を通じた健康づくりを行うボランティア（愛称　ヘルスメイト）。

※健康づくり運動指導者
　市民健康づくり運動指導者養成講座を受講し、地域で「健康づくり運動教室」やボランティア活動で運動指導を行う。

【用語解説】
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第２章　健康の増進と医療体制の充実

第2節　地域医療体制の充実
動向と課題

　本市の医療機関の状況について、全国中核市の平均と比較すると、病院数では上回り、一般診療所と歯科
診療所の数では多少下回るものの、一定レベルの医療体制が確保されているといえます。
　しかしながら、今日では、こころの病を持つ人やがんや高血圧症など生活習慣病の罹患者が増加傾向にあ
るとともに、2025（令和7）年には、団塊の世代が75歳に達する後期高齢者となり、その数が2015（平
成27）年の1.5倍になることが予想され、医療と介護を必要とする人の増加が見込まれています。
　このようなことから、市民の“こころ”と“からだ”の健康を支えるため、病院と診療所の連携を強化する
とともに、在宅における医療と介護の連携が取れるよう地域包括ケアシステムを推進することで、いつでも、
どこでも安心して医療サービスが受けられる地域医療体制を築いていく必要があります。
　また、高齢化・核家族化・ひとり暮らし高齢者の増加等を背景に、急病や事故による救急車の出場回数や
休日・夜間の救急医療利用者数が増加するなど、救急医療体制への市民ニーズが高まっていることから、医
療従事者の負担は増加しています。
　さらに、近年では地震や台風などの自然災害時における健康危機とともに、※新型インフルエンザなどの
感染症、ノロウイルスによる食中毒など、市民の健康を脅かすさまざまな健康危機が発生しており、健康危
機管理体制の強化と迅速な対応が求められています。

主な取組

〉〉〉 地域医療体制の整備
●�適時適切な情報共有に有効な情報通信技術（ICT）を活用し、※地域医療情報ネットワークの構築に向
けた取組を推進することで、多職種間の人的ネットワークの強化による切れ目のないより良い医療サー
ビスの提供や地域医療体制の総合的な整備を推進します。
●�市民一人ひとりに適した医療を提供できるよう、※かかりつけ医を持つことを市民に周知啓発します。

　市民一人ひとりが適した医療を受け、その生命や健康を守ることができるよう安心で安
定した地域医療体制の確立を目指します。

基本方針
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〉〉〉 在宅医療体制の整備
●�できる限り住み慣れた地域で、その人にとって適切な医療サービスが受けられるよう※地域包括ケア
システムを構築するために関係機関と連携を図り、入退院支援や看護職員の連携強化など在宅医療の
体制整備を推進します。

〉〉〉 救急医療体制の充実
●�※初期救急医療体制の一環として実施している休日・夜間当番医制を、関係機関の協力のもと充実を
図ります。
●市内の医療機関による※第二次救急医療体制及び※第三次救急医療体制の充実を図ります。
●関係機関の協力のもと、※小児救急医療体制の確保を図ります。
●�救急時、市民が適切な医療を受けられるよう、関係機関・団体と連携しながら救急医療情報を整備す
るとともに、適正な受診を促すための啓発に努めます。

〉〉〉 災害時医療救護体制の拡充
●�災害時医療救護体制について、県・近隣市町村・関係機関との相互連携を強化し、必要な人員や医薬
品などの確保に努め、迅速に対応できる体制へと拡充します。

病院

歯科

健診

救
急

在
宅・介
護

か
か
り
つ
け
医

薬局

地域医療情報ネットワークのイメージ

60



第２章　健康の増進と医療体制の充実

〉〉〉 健康危機管理体制の強化
●�市民の健康を脅かすさまざまな健康危機に対し、平常時から県や警察、消防、医師会などの関係機関
と緊密な連携・協力体制を確立することにより、迅速かつ適切な対応が取れる健康危機管理体制の強
化を図ります。

〉〉〉 感染症のまん延防止対策の充実
●�感染症の発生時に迅速かつ的確に対応し、関係機関との連携を密にした感染症のまん延防止対策の充
実に努めます。

関連計画 ▶ 『大分市新型インフルエンザ等対策行動計画』

目標設定

「かかりつけ医」のいる
60歳以上の市民の割合

現状値（2018年度実績）

58.1％ 70.0％
目標値（2024年度見込）

※新型インフルエンザ
　動物、特に鳥類のインフルエンザウイルスが遺伝子の変異により人から人へ感染するようになって起こる病気のこと。

※地域医療情報ネットワーク
　��情報通信技術（ICT）を活用した情報共有の手段の一つであり、市民の同意のもと、医療機関等で診療上必要な情報を電子的に共有・
閲覧できることを可能とする仕組み。

※かかりつけ医
　身近な地域で日常的な医療を受けたり、健康の相談等ができる医師のこと。

※地域包括ケアシステム
　�重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療、介護、介護予防、
住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のこと。

※初期救急医療体制
　休日及び夜間における比較的軽症な外来患者に対応する医療体制のこと。

※第二次救急医療体制
　入院治療を必要とする重症救急患者に対応する、高度もしくは専門的な治療を行う医療体制のこと。

※第三次救急医療体制
　特に高度な処置を必要とする重篤な救急患者に対応する医療体制のこと。

※小児救急医療体制
　小児患者を対象にした、初期・第二次・第三次の救急医療体制のこと。

【用語解説】
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第1節　人権教育・啓発及び同和対策の推進
動向と課題

　すべての人々の人権が尊重され、相互に共存しうる平和で豊かな社会を実現するためには、市民一人ひと
りの人権尊重の精神のかん養を図ることが不可欠であり、人権教育・啓発の果たす役割が大変重要となって
います。
　本市は、「大分市あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する条例」及び「大分市人権教育・啓発基本計画」
に基づき、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、HIV感染者・ハンセン病回復者等、
その他あらゆる人権問題の解決を目指し、各種施策に取り組んでいます。
　しかしながら、依然として人権問題は存在し、近年、インターネットの匿名性を悪用した人権侵害に加え、
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動であるヘイトスピーチなど、人権問題が複雑、多様化してい
ます。
　これらの解決を図るには、市民と行政が一体となって、家庭・地域・学校・職場等あらゆる場での人権教
育・啓発を推進し、人権意識の普及、高揚に努めていく必要があります。
　特に同和問題は、現代社会においてもなお基本的人権を侵害され、近代社会の原理として何人にも保障さ
れている市民的権利と自由を完全に保障されていないという重大な社会問題であることから、その解決に向
け積極的に取り組むことが必要です。
　また、2016（平成28）年12月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」では、「現在もなお
部落差別が存在する」との認識が示され、「国及び地方公共団体の責務」「相談体制の充実」「教育及び啓発」
「部落差別の実態に係る調査」について定められており、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を
実現することが求められています。

主な取組

〉〉〉 あらゆる場での人権教育と啓発の推進
●自然体験や社会体験等豊かな体験活動を通じて幼児・児童・生徒の人権尊重意識の醸成に努めます。
●�地域課題や学習ニーズに対応した多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習方法の工夫改善に努
めます。
●�PTA活動など保護者のさまざまな活動の中に人権学習を位置付けるとともに、自治会単位の啓発活動
にも積極的に取り組みます。

●各種企業団体等に、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の研修会の確保を働き掛けます。
●�※人権に関わりの深い特定の職業に従事する人に対する人権教育・啓発の推進に努めます。

　人権尊重社会の形成に向け、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し合い、ともに生きる
喜びを実感できる地域社会の実現を目指し、同和問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、
外国人、HIV感染者・ハンセン病回復者等、その他あらゆる人権問題の解決に向けた計画
的かつ効果的な施策の推進を図ります。

基本方針

第３章 人権尊重社会の形成
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第３章　人権尊重社会の形成

人権尊重社会の形成 〉〉〉 効果的な人権教育と啓発の推進
●市民の人権意識、学習ニーズの把握や講師・指導者の人材育成と活用、教材等の開発・整備に努めます。
●�障がいのある人や外国籍を有する人等に配慮するなど、受け手の立場に立った情報提供に留意すると
ともに、市民の関心を高めるように努めます。
●国・県・地域・民間との連携を図り、市民協働による人権施策の促進に努めます。
●�関係機関との情報の共有化を図るとともに、相談員の資質の向上に努め、人権の救済に向けた相談・
支援体制の充実を図ります。

〉〉〉 分野別課題への対応
●�同和問題を人権問題の重要な柱と位置付け、部落差別を解消し、人権を擁護するための就労対策、産
業の振興、教育及び啓発、相談体制の充実等に関する諸施策の推進に努めます。
●�女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、HIV感染者・ハンセン病回復者等、その他あらゆる人権
問題の解決に向けた取組の充実を図ります。

関連計画 ▶ 『大分市人権教育・啓発基本計画』

目標設定

大分市人権フォトコンテスト入選作品「未来へ。」　

人権啓発センター（ヒューレ
おおいた）利用者数

現状値（2018年度実績）

48,652人 56,000人
目標値（2024年度見込）

人権啓発研修等への講師派遣
回数（参加者数）

※人権に関わりの深い特定の職業
　市職員、教職員等、医療関係者、福祉保健関係者、マスメディア関係者のこと。

【用語解説】

現状値（2018年度実績）

195回（7,096人） 200回（8,000人）
目標値（2024年度見込）
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第2節　男女共同参画社会の実現
動向と課題

　国は、※男女共同参画社会の実現を、女性にとっても男性にとっても生きやすい社会をつくることであり、
政府一体となって取り組むべき最重要課題の一つと位置付けており、これまでも男女平等の理念に基づきさ
まざまな法律や制度の整備を進めてきましたが、いまなお社会における制度及び慣行の中には女性に対する
差別や性別による固定的な役割分担意識が存在しています。
　このようななか、人権尊重・男女平等の観点から、すべての人がその個性と能力を十分発揮し、お互いに
認め合い、責任を担い合っていける豊かな社会づくりを進めていくため、本市では「大分市男女共同参画推
進条例」の基本理念に基づき、実効性のある取組を推進しています。
　今後は、男女共同参画社会の実現に向け、その活動拠点となる、大分市男女共同参画センターを核に、登
録団体、企業、関係機関等と連携し、家庭、地域、学校及び職場へのさらなる啓発に努めるとともに、男女
共同参画社会の実現を阻むさまざまな問題に対応できる相談体制の充実を図りながら、本市の実情に応じた
事業展開を進めていく必要があります。

主な取組

〉〉〉 男女共同参画社会に向けた意識づくり
●性別に基づく固定的な役割分担意識の解消に向けた広報・啓発に取り組みます。
●�男女共同参画を推進し、だれもが多様な選択ができるよう、広く市民が学べる教育・学習機会の充実
に努めます。

〉〉〉 だれもが暮らしやすい環境づくり
●男女を問わず、仕事と家庭生活の両立ができるよう、啓発や支援を行います。
●働く場や地域社会における男女共同参画を推進します。
●さまざまな分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大を推進します。
●男性の家庭生活や地域活動への積極的な参画を推進します。
●性犯罪、※ドメスティック・バイオレンス等暴力の根絶に向けた取組を推進します。

〉〉〉 推進事業の充実
●�男女共同参画を進める市民の活動拠点である大分市男女共同参画センターを核に、登録団体や国、県、
関係機関等と連携し、事業の充実を図ります。

　男女共同参画社会の実現を目指し、男女が互いに一人の人間として認め合う社会づくり
を基本に、男女平等や女性の自立と社会参画を推進する総合的な施策の展開を図ります。

基本方針
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第３章　人権尊重社会の形成

関連計画 ▶ 『大分市男女共同参画基本計画（第3次おおいた男女共同参画推進プラン）』

目標設定

セミナー男塾の写真 男女共同参画センター交流スペース

固定的な性別役割分担に
反対する人の割合

男女共同参画社会という
言葉を知っている人の割合

現状値（2018年度実績）

76.5％

現状値（2018年度実績）

71.1％

88.9％
目標値（2024年度見込）

100％
目標値（2024年度見込）

※男女共同参画社会
　男女が互いの人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会。

※ドメスティック・バイオレンス
　配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者からふるわれる暴力。

【用語解説】
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動向と課題
　地域社会は、住民同士が強い絆で結ばれ、お互いに支え合い、地域の秩序を保つ一方で、子どもを温かく
見守り育て、世代を超えた交流が行われるなど、市民一人ひとりが豊かな生活を送ることに大きな役割を担っ
ています。
　しかしながら、少子高齢化の進展や人口減少社会の到来に伴い、地域での子育てや高齢者のお世話など人々
が自然な形で支え合い、助け合うという地域社会の機能が次第に低下しており、また、人間関係の希薄化や
地域に対する無関心から、地域の防災力の低下など地域における安全・安心の確保が危ぶまれています。
　このような地域の課題を解決していくためには、地域課題の解決策を住民が主体的に考え行動する、市民
が主体となった自主・自立のまちづくりを推進していくことが重要です。
　本市においては、市民との協働により、地域コミュニティの活性化に積極的に取り組むなかで、地域を担
う人材が育ってきており、地域の清掃活動や防犯パトロールなどの活動が活発になるとともに、祭りなどの
地域行事も市民主導で実施されるなど、地域力も着実に向上していますが、まだまだ地域活動の担い手不足
を課題としている地域も多くあります。
　今後は、これまで以上に地域で活躍する人材の育成に取り組むとともに、地域が自らの創意・工夫で地域
づくりを進めていくさまざまな活動を支援するなかで、地域の活力と魅力を最大限に引き出し、地域コミュ
ニティをさらに活性化させていくことが重要です。

　市民主体のまちづくりをさらに推進するため、市民自らの考えに基づく自発的な取組を
促進し、支援するなかで、地域の活力と魅力を最大限に引き出し、地域コミュニティの活
性化を図り、市民一人ひとりが誇りを持って暮らせる地域社会の構築を目指します。

基本方針

主な取組

〉〉〉 地域コミュニティ活動の促進
●市民・事業者・行政が一体となって「自分たちのまちは自分たちでつくる」という気運を高めます。
●�市全域から地区・校区・自治区などさまざまな単位で、世代間交流や環境美化、地域文化の継承など
の市民の主体的な地域づくり活動を促進します。
●�地域の課題を自主・自立的に解決する組織として、おおむね小学校区におけるまちづくり推進組織の
設立を促進し、その活動の支援に努めます。
●�地域コミュニティ活動に役立つ情報を充実させ、正確で分かりやすい情報提供に努めます。
●�地域のさまざまな団体やボランティア団体、NPO法人等の活動を支援するとともに、団体間の連携を
促進します。
●�自治会等の相互の緊密な連携を促進し、自治会活動の円滑な運営を図るため、自治会連合組織の支援
や相談体制の充実に努めます。

第４章 地域コミュニティの活性化
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第４章　地域コミュニティの活性化

地域コミュニティの活性化

〉〉〉 地域を担う人材の育成・確保
●地域が活性化するよう地域を担う人材の育成とその人材の連携強化を支援します。
●�市外から地域活性化に意欲のある人材を誘致し、これまでにない新たな視点による地域おこしの推進
と地域を担う人材の確保に努めます。

〉〉〉 地域コミュニティ活動の場の整備
●支所、地区公民館等が地域コミュニティ活動の場として活用されるよう機能充実を図ります。
●�地域コミュニティ活動の場として学校施設をはじめとする公共施設の有効活用を図るとともに、空き
家等を活用できるよう必要な支援を行います。
●�市民にとって最も身近なコミュニティ施設である校区公民館・自治公民館などにおける機能充実を支
援します。

〉〉〉 地域愛護意識の高揚
●公園愛護運動や河川道路集団清掃など地域の取組を支援することで、地域愛護意識を高めます。

目標設定

おおむね小学校区単位で
取り組むまちづくり
推進組織の数

現状値（2018年度末現在）

18校区 35校区
目標値（2024年度見込）

市民と行政が協働で
まちづくりを行っていると
考える市民の割合

現状値（2018年度調査）

34.9％ 50.0％
目標値（2024年度見込）

市民いっせいごみ拾い
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動向と課題
　わたしたち消費者を取り巻く環境は、近年の情報通信技術・サービスの発展などにより、利便性が向上す
る一方でこれまでになかった消費者トラブルが多発するなど、消費生活相談の内容も複雑、多様化しています。
　特に、スマートフォンの普及などにより若年層がインターネット関連のトラブルに巻き込まれるなど、消
費者トラブルが多世代に及ぶようになり、また、高齢者を中心とした訪問販売や電話勧誘等によるトラブル
も依然として増加傾向にあります。健全な消費生活を営むためには、消費者がこうしたトラブルを未然に防
止する適切な判断力を養うとともに、行政が相談窓口の周知や相談体制の充実を図ることが重要です。
　こうしたことから、国は、消費者基本法に基づき2015（平成27）年3月に第3期「消費者基本計画」を
策定し、消費者トラブルの未然防止のため消費者政策の推進に努めるとともに、消費者安全法（平成28年
4月施行）の改正を行い、地方消費者行政の充実・強化に向けた法制度の基盤整備を行うなど、消費者が安
全で安心して豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた取組を行っています。また、2022（令
和4）年には成年年齢が引き下げられることから、今後若年層に対する消費者教育が必要となってきます。
　このようななか、本市では、大分市市民活動・消費生活センター（愛称ライフパル）において、「大分市
消費生活推進プラン」を改定するなか、国、県及び関係団体と緊密に連携を取りながら、地域の自治会やふ
れあいサロン等で開催の消費生活教室の充実・強化を図るとともに、若年層への教育講座の開催、各世代の
ニーズに応じた消費者教育の提供、消費生活相談へのきめ細かな対応など消費者の利益の擁護と自立支援の
取組、事業者の適正な事業活動の確保等、消費生活の安定と向上に向けた取組を進めています。
　今後も、こうした取組を強化し、市民一人ひとりが健全な消費生活を送ることができる地域社会を築いて
いくことが求められています。

　消費生活の安定と向上を図るため、消費者の権利の尊重と自立支援を基本に、事業者の
適正な事業活動の確保を図るなか、消費者問題に対する市民への啓発と相談体制の充実等
に努めるとともに、消費者団体の自主的活動を促進します。

基本方針

第５章 健全な消費生活の実現
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第５章　健全な消費生活の実現

健全な消費生活の実現 主な取組

〉〉〉 消費者教育・啓発の推進
●�関係機関と連携するなか、高齢者等への消費生活教室、中高校生の消費生活教育講座の開催など消費
者問題に対する意識の向上や※金融リテラシーの醸成など消費者教育の充実を図ります。
●�刊行物及び市報やホームページによる消費生活に関する適切な情報提供により、賢い消費者としての
意識の啓発を行います。
●消費者団体と協力し、消費者問題に関する市民の意識の高揚を図ります。
●�消費生活セミナー等の啓発講座、消費者団体の行うアンケート調査等を通じて、消費者ニーズを的確
に把握し、消費者教育に反映させていきます。
●�若年層から高齢者まで消費者の幅広い相談・苦情に適切かつ迅速に対応するため、関係機関と連携す
るなか、相談体制の充実を図ります。

〉〉〉 適正な事業活動の確保
●消費者が商品の選択を誤ることがないよう、商品の表示・広告・計量等の適正化を促進します。
●安全の確保や被害の救済など消費者の権利を尊重した事業者の適正な事業活動の確保に努めます。

〉〉〉 消費者団体活動の促進
●消費生活上の諸問題への自主的な取組が活発に展開されるよう、消費者団体の活動を支援します。

関連計画 ▶ 『大分市消費生活推進プラン』

目標設定

消費生活セミナー

消費者啓発講座の受講者数
現状値（2018年度実績）

3,620人 4,000人
目標値（2024年度見込）

※金融リテラシー
　金融や経済に関する知識や判断力のこと。

【用語解説】
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大分市メモ 大分市の姉妹・友好都市・交流促進都市の紹介 （Part2）

　武漢市は、中国のほぼ中央部に位置する湖北省の省都です。気候は亜熱帯の
大陸性気候です。四季がはっきりしており、特に夏は最高気温が40度を超え
ることがあり、重慶・南京と並んで中国の三大ストーブと呼ばれ、その暑さは
有名です。歴史的には、大詩人屈原を輩出した春秋戦国時代の楚の国として、
また三国志の舞台としても悠久の歴史をもち多くの名勝旧跡に恵まれています。
湖北省の政治・経済・文化の中心としてだけでなく、北京、上海、広州、重慶
からほぼ1,000㎞から1,200㎞の距離にあることから、中国における経済・貿易・
金融・交通・科学技術の主要な拠点として重要な役割を果たしています。
　1974年より武漢鉄鋼コンビナートの近代化プロジェクトにより、武漢市か
ら延べ200人の技術者が大分市に長期滞在し、また大分市からも数多くの技術
者が武漢市へ派遣されるなど、市民間の往来が次第に頻繁となったことが契機
となり、友好都市を締結しました。以来、農業実習生の受入れや中学生相互派遣、
大分交響楽団武漢公演、武漢雑技団大分公演、ビジネス交流などさまざまな分
野で交流を行ってきました。
　2019年には友好都市締結40周年を記念して、大分市訪問団が武漢市を訪問
し、公式レセプションに参加しました。

　広州市は、広東省中部の南海に面した珠江デルタの中央部に位置する広東省の省
都です。気候は亜熱帯モンスーン気候に属しており、平均気温は20～22℃。四季
を通じて緑が豊かで花々が咲き乱れ、「花城」と呼ばれています。中国南方の重要
な通商都市で交通の要衝、港湾都市であり、華南地区最大の国際貿易港を有してい
ます。
　アジア太平洋都市サミットが縁で、アジア太平洋地域のネットワークの構築並び
にオープンな国際交流の展開のため、交流促進都市締結の覚書の交換を行いました。

　オースチン市は、アメリカ合衆国の南西部に位置し、テキサス州のほぼ中
央にある教育水準の高い都市で、特に全米屈指の規模を誇るテキサス大学
の本校には、世界各国から集まった5万人を超える学生や研究者が学んでい
ます。気候は1年のうち約300日が晴天で、平均気温は、冬が7～14℃、夏
が26～38℃前後。特に夏は5月から9月まで続き、湿度も高めです。緩や
かな丘陵地に囲まれた市の中心部にはロッキー山脈を水源とするコロラド川
が悠然と流れており、自然や緑にも恵まれています。経済の中心はIT産業
であるほか、ライブハウスが200以上軒を連ねるほど音楽産業も盛んです。
　大分県で日本テキサス会議が開催されるなど、大分県とテキサス州の交
流が活発であったことに加え、オースチン市とは産業・文化面で類似して
いることから、姉妹都市の提携を行いました。以来、文化、芸術、スポーツ、
ビジネスなど、幅広い分野で交流を行ってきました。
　2020年には、姉妹都市提携30周年を迎えます。

【友好都市】

中華人民共和国　武漢市
（1979年9月7日締結）

【交流促進都市】

中華人民共和国　広州市
（1997年10月9日覚書交換）

【姉妹都市】

アメリカ合衆国　オースチン市
（1990年10月30日提携）

※P22から続く70


